
【参考資料】 

現行著作権法 

（私的使用のための複製）  

第三十条  著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準

ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、

その使用する者が複製することができる。  

 

（教科用拡大図書等の作成のための複製等）  

第三十三条の二  教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障

害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の

用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児

童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。  

２  前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物（点字により複製するも

のを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限

る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。）を作成しようとする者は、あ

らかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として

当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に

準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければな

らない。  

 

（学校その他の教育機関における複製等）  

第三十五条  学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除

く。）において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用

に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作

物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数

及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  

２  公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当

該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若し

くは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演

奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場

所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信（自動公衆送信の場合にあつて

は、送信可能化を含む。）を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並

びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、こ

の限りでない。 

 

（視覚障害者等のための複製等）  

第三十七条  公表された著作物は、点字により複製することができる。  



２  公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、

記録媒体に記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあ

つては送信可能化を含む。）を行うことができる。  

３  視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者（以下この項及び第百二

条第四項において「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で政令で定

めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式（視覚

及び他の知覚により認識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されて

いるもの（当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他

当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項

及び同条第四項において「視覚著作物」という。）について、専ら視覚障害者等で当該

方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認

められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障

害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信（送信可能化を

含む。）を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許

諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆

への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。  

 

著作権法施行令 

（視覚障害者等のための複製等が認められる者）  

第二条  法第三十七条第三項 （法第八十六条第一項 及び第百二条第一項 において準

用する場合を含む。）の政令で定める者は、次に掲げる者とする。  

一  次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者

（イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法

人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財

団法人に限る。） 

イ 児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項 の障害児入所施設及

び児童発達支援センター 

ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設 

ハ 国立国会図書館 

ニ 身体障害者福祉法 （昭和二十四年法律第二百八十三号）第五条第一項 の視聴覚障

害者情報提供施設 

ホ 図書館法第二条第一項 の図書館（司書等が置かれているものに限る。） 

ヘ 学校図書館法 （昭和二十八年法律第百八十五号）第二条 の学校図書館 

ト 老人福祉法 （昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三 の養護老人ホーム及び

特別養護老人ホーム 

チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （平成十七年法律

第百二十三号）第五条第十二項 に規定する障害者支援施設及び同条第一項 に規定する

障害福祉サービス事業（同条第七項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する自

立訓練、同条第十四項 に規定する就労移行支援又は同条第十五項 に規定する就労継続

支援を行う事業に限る。）を行う施設 



二  前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人

（法第二条第六項 に規定する法人をいう。以下同じ。）のうち、視覚障害者等のため

の複製又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を的確かつ円滑に行うことができる技

術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの 


